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令和３年第３回幸田町議会定例会会議録（第１号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  令和３年９月１日（水曜日）午前９時０８分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸報告 

日程第４ 報告第３号 財政健全化判断比率等について 

日程第５ 第38号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

日程第６ 第39号議案 幸田町個人情報保護条例及び幸田町個人番号の利用及び特定個人情 

           報の提供に関する条例の一部改正について 

     第40号議案 幸田町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 

     第41号議案 幸田町手数料徴収条例の一部改正について 

     第42号議案 幸田町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一 

           部改正について 

     第43号議案 字の区域の変更について 

     第44号議案 和解について 

     第45号議案 工事の請負契約について（鷲田住民広場整備工事） 

     第46号議案 財産の取得について（消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型） 

     第47号議案 令和３年度幸田町一般会計補正予算（第２号） 

     第48号議案 令和３年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第２号） 

     第49号議案 令和３年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     第50号議案 令和３年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

     第51号議案 令和３年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第 

           １号） 

     認定第１号 令和２年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について 

     認定第２号 令和２年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第３号 令和２年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第４号 令和２年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て 

     認定第５号 令和２年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第６号 令和２年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

           認定について 

     認定第７号 令和２年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて 

     認定第８号 令和２年度幸田町水道事業会計利益の処分及び決算認定について 

     認定第９号 令和２年度幸田町下水道事業会計決算認定について 

日程第７ 決算審査意見の報告 

────────────────────────────── 
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本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１５名） 

  １番 田 境  毅 君  ２番 石 原  昇 君  ３番 都 築 幸 夫 君 

  ４番 鈴 木 久 夫 君  ５番 伊 澤 伸 一 君  ６番 黒 木  一 君 

  ７番 廣 野 房 男 君  ８番 丸 山千代子 君  ９番 稲 吉 照 夫 君 

  10番 杉 浦あきら 君  11番 都 築 一 三 君  12番 水 野千代子 君 

  13番 笹 野 康 男 君  15番 藤 江  徹 君  16番 足 立 初 雄 君 

    欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 成 瀬  敦 君 副 町 長 大 竹 広 行 君 

教 育 長 小 野 伸 之 君 企 画 部 長  成瀬千恵子君  

参事（開発担当） 上 原 智 史 君 総 務 部 長  志 賀 光 浩 君 

参事（税務担当） 山 本 智 弘 君 住民こども部長 牧 野 宏 幸 君 

健康福祉部長  林  保 克 君 環境経済部長  鳥 居 栄 一 君 

事業調整監兼建設部長 羽 根 渕 闘 志 君 教 育 部 長  吉 本 智 明 君 

上下水道部長  石 川 正 樹 君 消 防 長 小 山 哲 夫 君 

監 査 委 員  山下  力君    

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 山 本 富 雄 君 

────────────────────────────── 

○議長（足立初雄君） 皆さん、おはようございます。 

   令和３年第３回幸田町議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

   議員各位におかれましては、公私共に御多忙のところ、御出席を賜り厚く御礼を申し

上げます。 

   本定例会に提出されました議案は、お手元の議案目録のとおり、報告案件１件、人事

案件１件、単行議案８件、令和３年度補正予算５件、並びに令和２年度決算認定９件、

合わせて２４件の重要な案件が提出されております。 

   議会といたしましては、町民生活の安定と福祉の向上のため十分な審議を行い、町民

の付託に応えるべく努力したいと思うところであります。 

   議員各位には慎重なる審議と円滑な議会運営に格別の御協力をお願いします。 

   ９月に入りましたが、日中はまだまだ厳しい残暑が続いております。 

   皆様には、くれぐれも御自愛くださいまして、議会に臨んでいただきますよう重ねて

お願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

   ここで、お諮りします。 

   本日、議場において、三河湾ネットワーク株式会社が取材で議場内をカメラ撮影され
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ます。 

   これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（足立初雄君） 御異議なしと認めます。 

   よって、議場内のカメラ撮影は許可することに決定しました。 

   定例会招集に当たり、町長の挨拶を行います。 

   町長。 

〔町長 成瀬 敦君 登壇〕 

○町長（成瀬 敦君） 皆様、おはようございます。 

   今日から学校では２学期が始まりまして、通学する子どもたちの元気な声が戻ってま

いりました。 

   本日、ここに令和３年第３回幸田町議会定例会をお願いしましたところ、議員の皆様

方には御多用の中、御出席をいただき誠にありがとうございます。 

   また、日頃より、町政各般にわたりまして御理解と御支援をいただいておりますこと、

そして、行政運営におきましても御指導、御高配を賜っておりますこと、併せて敬意と

感謝を申し上げます。 

   さて、今定例会に提案をさせていただきます議案は、報告議案１件、人事案件１件、

単行議案８件、補正予算５件、そして決算認定９件、合わせて２４件でございます。後

ほど、私から各議案の提案理由とその概要につきまして説明をさせていただきます。い

ずれもこれからの町政を進める上におきまして、重要なものばかりでございますので、

全議案とも慎重に御審議いただき、議決賜りますよう、お願いを申し上げます。 

   また、一般質問につきましては、７名の議員の皆様から御通告をいただいております。

いずれも今後の町政を進める上で重要な御質問ばかりでございますので、真摯に受け止

め、誠意を持って対応をいたします。よろしくお願いいたします。 

   ここで御報告を申し上げます。 

   新型コロナウイルス感染症への対応についてであります。 

   感染拡大の深刻な状況が続いております。政府は、先週の８月２７日、既に１３都府

県に発令中の緊急事態宣言について愛知を含む８道府県を新たに追加し、期限を９月１

２日までの１７日間といたしました。宣言発令は、デルタ株への置き換わりが進む中、

感染者数の急激な減少が見込めないこと。そして、また医療提供体制の逼迫を解消する

ための措置であります。 

   愛知県におきましては、新規陽性者数が、８月１８日に１,０００人を超え、８日後

には２,０００人を超えるなど急速な増加が続き、入院患者数が増加し、医療提供体制

は厳しさを増しております。 

   愛知県知事は、一日でも早く、一人でも多くの方にワクチン接種を受けていただくよ

う全力で取り組んでいく方針を示しております。 

   本町におきましても、感染者数は峠を越える気配はなく、８月に入り、現在２０日連

続感染者が発生しておりまして、１日で１９人の感染者が確認される日があるなど、８

月は過去最高の感染者数１５６人となり、累計は３８２人となっております。 
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   ８月におきます年代別でありますが、６０代以上の感染者の割合が減っています。４.

５％。こういったことから高齢者へのワクチン接種の効果が表れているものと分析して

おります。しかし、２０代、３０代の若い世代の感染者が増加をしておりまして、全体

の５５％となっております。なお、本町の重症化率、中等症の割合でございますが、２.

９％となっております。 

   これらを踏まえまして、先週８月２７日の本町のコロナの感染症対策本部会議におき

まして、地域の公民館、コミュニティホーム、老人憩いの家等の地区集会施設につきま

して、本日９月１日から当面の間、閉鎖を決定いたしました。今後の施設再開につきま

しては、感染状況を注視し、一定の安全性の確保が見込まれる状況になり次第、対策本

部会議で決定をしてまいりたいと思っております。 

   さて、感染拡大防止対策としては、なんといってもワクチン接種の推進でございます。

藤田医科大学岡崎医療センターの大規模集団接種につきましても、１１月１９日まで開

設期間の延長が決定をいたしました。今後さらなる接種の加速に向けて取り組んでまい

りたいと思っております。 

   なお、挨拶の初めに申し上げましたとおり、本日から学校におきまして新学期が始ま

っております。感染防止対策を一層徹底するとともに、様々な状況に置かれるお子様や

御家族の人権尊重へ最大限配慮した指導を引き続き行ってまいります。 

   以上、定例会の開会に当たりまして、私からの挨拶とさせていただきます。 

   どうぞよろしくお願い申し上げます。 

〔町長 成瀬 敦君 降壇〕 

○議長（足立初雄君） ただいまの出席議員は１５名であります。 

   定足数に達しておりますから、令和３年第３回幸田町議会定例会は成立いたしました。 

   よって、これより開会いたします。 

                             開会 午前 ９時０７分 

○議長（足立初雄君） 地方自治法第１２１条の規定により、議案説明のため出席を求めた

理事者及び監査委員は、お手元に印刷配付のとおりですから御了承願います。 

   ただいまから、本日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時０８分 

○議長（足立初雄君） 議事日程は、お手元に印刷配付のとおりでありますから、御了承願

います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（足立初雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２７条の規定により、本日の会議録署名議員を１１番 都築一三君、１

２番水野千代子君の御両名を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（足立初雄君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   お諮りいたします。 
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   今期定例会の会期は、本日から９月３０日までの３０日間といたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（足立初雄君） 御異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日から９月３０日までの３０日間と決定いたしました。 

   なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に印刷配付の定例会会期日程のとお

りですから、御了承願います。 

──────────────○─────────────── 

  日程第３ 

○議長（足立初雄君） 日程第３、諸報告を行います。 

   例月出納検査４件、定期監査１件、財政援助団体等監査１件であります。これはお手

元に印刷配付のとおりですから、御了承願います。 

   次に、今回の定例会までに受理した請願、陳情などは、お手元に印刷配付のとおり、

陳情が１０件であります。 

   これは、会議規則第９２条の規定により、陳情第２号から第１０号を総務教育委員会

に、陳情第１１号を福祉産業建設委員会に付託します。 

   以上をもって、諸報告を終わります。 

──────────────○─────────────── 

  日程第４ 

○議長（足立初雄君） 日程第４、報告第３号 財政健全化判断比率等について報告を求め

ます。 

   町長。 

〔町長 成瀬 敦君 登壇〕 

○町長（成瀬 敦君） それでは、議案書の１ページをお開きください。 

   報告第３号 財政健全化判断比率等についてであります。 

   この報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及

び第２２条第１項の規定によりまして、監査委員の意見書を付して報告させていただく

ものであります。 

   ２ページを御覧いただきたいと思います。 

   初めに、「１」の健全化判断比率についてでございますが、４つの指標のうち、実質

赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては黒字となりましたので、数値は計上され

ませんでした。 

   次に、実質公債費比率につきましては、過去３年間の平均値で算定するものですが、

本年度は１.７％で、前年度数値と比べて１.２の減となり、早期健全化基準の２５％を

下回っております。 

   将来負担比率につきましては、将来負担額以上に積立基金等の充当可能財源がありま

すので、昨年度と同様に数値は計上されませんでした。 

   続きまして、「２」の公営企業の資金不足比率についてでございますが、農業集落排

水事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計の３会計全てにおいて資金不足はあり
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ませんでしたので、数値は計上されませんでした。 

   この財政健全化判断比率等につきましては、数値が一つでも基準を上回りますと、財

政健全化計画等の作成が義務づけられますが、本町は全て基準値以下でありました。 

   なお、各比率の詳細につきましては、議案関係資料１ページから４ページを御覧いた

だきたいと思います。 

   以上、報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〔町長 成瀬 敦君 降壇〕 

○議長（足立初雄君） 報告は終わりました。 

   ここで、暫時休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時１３分 

─────────────── 

                             再開 午前 ９時２０分 

○議長（足立初雄君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

   これをもって、報告第３号を終わります。 

──────────────○─────────────── 

  日程第５ 

○議長（足立初雄君） 日程第５、第３８号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の

選任についてを議題といたします。 

   朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 成瀬 敦君 登壇〕 

○町長（成瀬 敦君） それでは、議案書の５ページをお開きいただきたいと思います。 

   第３８号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任についてであります。 

   議案関係資料は５ページ及び６ページでありますので、併せて御覧いただきたいと思

います。 

   提案理由といたしましては、牧野良司委員が、令和３年１２月３１日をもって任期満

了になることに伴いまして、その後任の委員を選任する必要があるからであります。 

   ６ページを御覧いただきたいと思います。 

   幸田町大字菱池にお住まいの本多太三氏、６９歳を選任いたしたく、地方税法第４２

３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

   任期は、令和４年１月１日から３年間であります。 

   本多氏につきましては、昭和４５年に名古屋市役所に入庁され、平成２４年３月に定

年退職されました。４０年以上にわたりまして名古屋市市役所勤務の中で、２０年間、

税務課に配置されていた経歴をお持ちであります。また、令和２年度には岩堀区長とし

て、地域の自治活動にも貢献されておられます。 

   本多氏は、その経歴上、税務に関する知識が豊富でありまして、これまで公務で養わ

れました経験を生かし、公正中立な判断ができる方であるとともに、納税者としての固

定資産評価への信頼を確保する視点において、適任であると考えております。 

   以上、人事議案につきまして、提案理由の説明をさせていただきました。 
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   御審議の上、御同意を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

〔町長 成瀬 敦君 降壇〕 

○議長（足立初雄君） 提案理由の説明は終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   質疑の方法は、会議規則第５５条及び第５６条の規定により、１議題につき１５分以

内とし、質疑の回数制限は行いませんので、よろしくお願いいたします。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間の制限に鑑み、簡明なる答

弁をお願いします。 

   それでは、第３８号議案の質疑を許します。 

   ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 以上で、第３８号議案の質疑を打ち切ります。 

   これをもって、質疑を終結いたします。 

   ここで、委員会付託の省略についてお諮りします。 

   ただいま議題となっております第３８号議案を、会議規則第３９条第３項の規定によ

り、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（足立初雄君） 御異議なしと認めます。 

   よって、ただいま議題となっております議案は委員会への付託を省略することに決定

いたしました。 

   これより、ただいま議題となっております議案について討論に入ります。 

   まず、原案反対の方の発言を許します。 

   反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   次に、原案賛成の方の発言を許します。 

   賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（足立初雄君） 賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって、討論を終結いたします。 

   これより、採決いたします。 

   採決の方法は、起立により行います。 

   第３８号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを原案どおり同

意するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（足立初雄君） ありがとうございました。 

   起立全員であります。 

   よって、第３８号議案は、原案どおり同意することに決しました。 

──────────────○─────────────── 
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  日程第６ 

○議長（足立初雄君） 日程第６、第３９号議案から認定議案第９号までの２２件を一括議

題といたします。 

   朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   初めに、第３９号議案から第５１号議案までの説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 成瀬 敦君 登壇〕 

○町長（成瀬 敦君） それでは、単行議案第３９号議案から第５１号議案までの１３件に

つきまして、提案理由の説明をさせていただきます。 

   議案書７ページをお開きいただきたいと思います。 

   第３９号議案 幸田町個人情報保護条例及び幸田町個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部改正についてであります。 

   議案関係資料は、７ページから１２ページでありますので、併せて御覧いただきたい

と思います。 

   提案理由といたしましては、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、必要があるからであります。 

   改正の概要につきましては、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための

関係法律の整備に関する法律が施行されることによりまして、第１条として幸田町個人

情報保護条例の一部改正を、そして、第２条として幸田町個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部改正を行うものであります。 

   まず、第１条におきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律の中で、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律、及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の３本の法律

が１本の法律に統合されることによりまして、幸田町個人情報保護条例において、その

法律名を引用している条項を変更するものであります。また、デジタル庁設置法におい

て、新たにデジタル庁が設置され、その長を内閣総理大臣とすることによりまして、本

条例第３５条の２において、情報提供等記録に記録された特定個人情報を訂正した場合

における通知先を、総務大臣から内閣総理大臣に変更するという改正であります。その

ほか、国の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

おいて、条文が追加されたことによる引用条項の整理であります。 

   第２条におきましても、国の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律において、条文が追加されたことに伴う、幸田町個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例における引用条項の整理と、そのほか法律番号の整理

をするものであります。 

   施行期日につきましては、公布の日でありますが、第１条中幸田町個人情報保護条例

第２条第３項から第５項までの改正規定につきましては、デジタル社会の形成を図るた

めの関係法律の整備に関する法律第５０条の規定の施行の日であります。 

   続きまして、議案書の９ページをお開きいただきたいと思います。 

   第４０号議案 幸田町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についてであります。 
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   議案関係資料は、１３ページ及び１４ページでありますので、併せて御覧いただきた

いと思います。 

   提案理由といたしましては、押印を求める手続等の見直しに伴い、必要があるからで

あります。 

   改正の概要につきましては、職員の服務の宣誓の実施方法について、「任命権者又は

その指定する職員の面前で、宣誓書に署名押印する方法でしなければならない」とする

規定を削除し、宣誓書を任命権者に提出することのみを規定し、また、宣誓書の様式で

定めていた押印を不要とするものであります。 

   なお、当面は、署名をした宣誓書を任命権者に提出する方法で行う予定であります。 

   施行期日につきましては、公布の日であります。 

   続きまして、議案書の１１ページをお開きいただきたいと思います。 

   第４１号議案 幸田町手数料徴収条例の一部改正についてであります。 

   議案関係資料は、１５ページ及び１６ページでありますので、併せて御覧いただきた

いと思います。 

   提案理由といたしましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴い、必要があるからであります。 

   改正の概要につきましては、個人番号カードの再交付事務を地方公共団体情報システ

ム機構が行うことに伴い、個人番号カードの再交付手数料に関する規定を削除するもの

であります。 

   施行期日につきましては、公布の日であります。 

   続きまして、議案書の１３ページをお開きいただきたいと思います。 

   第４２号議案 幸田町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正についてであります。 

   議案関係資料は、１７ページ及び１８ページでありますので、併せて御覧いただきた

いと思います。 

   提案理由といたしましては、逆川集落家庭排水処理施設の廃止に伴い、必要があるか

らであります。 

   集落排水事業における逆川地区の公共下水道への接続によるもので、改正の概要につ

きましては、別表第１に規定します逆川集落家庭排水処理施設を削るものであります。 

   施行期日につきましては、公布の日であります。 

   続きまして、議案書の１５ページをお開きいただきたいと思います。 

   第４３号議案 字の区域の変更についてであります。 

   議案関係資料は、１９ページから２１ページでありますので、併せて御覧ください。 

   提案の理由といたしましては、幸田駅前土地区画整理事業の施行に伴い、字の区域を

変更する必要があるからであります。 

   変更の概要につきましては、１６ページ、字の区域の変更調書に記載したとおり、芦

谷字仲田の一部を、字幸田に編入するものであり、地方自治法第２６０条第１項の規定

に基づき、幸田駅前土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から変更する

ものであります。 
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   議案関係資料２１ページ、字の区域の変更図を御覧いただきたいと思います。 

   従前の字界の赤の破線、換地後の字界を青の破線で示してあります。赤の破線と青の

破線で囲まれた部分が、従前の字仲田から字幸田に変更となる部分であります。 

   当該部分は、従前道路や水路であったもの及び、道路拡幅により宅地から道路となっ

た部分でありまして、換地後の宅地に限っては、字名が変わる箇所はなく、同じ行政区

の中でもあることから影響は極めて軽微であり、実質的には道路の地番標記を簡潔にす

るための整理となります。 

   続きまして、議案書の１９ページをお開きいただきたいと思います。 

   第４４号議案 和解についてであります。 

   議案関係資料は、２２ページ及び２３ページでありますので、併せて御覧いただきた

いと思います。 

   提案理由といたしましては、幸田町立学校の教諭との和解及び損害賠償の額の決定を

することに伴い、必要があるからであります。 

   本件につきましては、児童手当に係る和解と損害賠償の額の決定をするものでありま

して、和解の相手方につきましては、幸田町立学校の教諭であります。以降、和解の相

手方を「Ａ」と表現をさせていただきます。 

   和解の内容及び損害賠償の額につきましては、過失割合は、幸田町が７割、Ａが３割

とし、幸田町はＡに対し損害賠償金４２万円を支払うものであります。幸田町及びＡは

本件に関し、ほかに何らの債権債務がないことを相互に確認するものであります。 

   本件の原因につきましては、平成３０年６月に町教育委員会により、Ａより児童手当

法施行規則第４条の規定に基づく届出書が提出され、審査の結果Ａの配偶者のほうが所

得が高いことから、Ａに係る児童手当支給認定について、支払権者である西三河教育事

務所に児童手当支給事由消滅通知書の写しを送付し、児童手当支給が停止しました。 

   その後、令和２年１１月にＡから児童手当が支給されていないことについての問合せ

を受け調査したところ、Ａは児童手当支給事由消滅通知書を受領していないと主張し、

西三河教育事務所においても教育委員会印の押印のある通知書の写しがあるべきにもか

かわらず押印のない写ししか存在しないことが判明し、当時の教育委員会事務担当者及

び学校事務職員への事情聴取を行いましたが、双方とも記憶にないとの回答であり、Ａ

が児童手当支給事由消滅通知書を受領していないという主張を覆すことができず、今回

の事務手続において教育委員会の不手際を認めることとなりました。 

   被害額の算定におきましては、町の顧問弁護士に相談し、このようなケースの場合の

算定を依頼しましたところ、Ａも入金確認を怠っており、本来ならばもう少し早く気づ

くことができたはずであり、割合にあっては幸田町７割、Ａ３割が妥当であるとの意見

書を頂き、Ａは了承し、今回の和解案となりました。 

   今後はこのようなことが発生しないように確認をしっかりと行ってまいります。 

   続きまして、議案書の２１ページをお開きいただきたいと思います。 

   第４５号議案の工事の請負契約についてであります。 

   議案関係資料は、２４ページから２７ページでありますので、併せて御覧いただきた

いと思います。 
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   工事の請負契約を締結するため、幸田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

   提案理由といたしましては、鷲田住民広場整備工事の施行に伴い、必要があるからで

あります。 

   工事名は鷲田住民広場整備工事で、工事場所は幸田町大字菱池字田多美地内ほか、工

事の概要は、土工、排水施設整備工、施設整備工、基盤整備工であります。契約金額は

７,１５０万円、契約の方法は、１１社による指名競争入札を７月２１日に実施し、契

約の相手方は、額田郡幸田町大字菱池字岩堀８３番地２、竹内建設株式会社、代表取締

役 竹内俊行であります。 

   続きまして、議案書の２３ページをお開きいただきたいと思います。 

   第４６号議案 財産の取得についてであります。 

   議案関係資料は、２８ページから３４ページでありますので、併せて御覧いただきた

いと思います。 

   財産を取得するため、幸田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

   提案理由といたしましては、消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型の取得に伴い、必要がある

からであります。 

   議案書２４ページを御覧いただきたいと思います。 

   物品の概要は、消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型１台であります。 

   納入場所は、幸田町大字菱池字前田４１番地１で、契約金額は２,５０８万円、契約

の方法は、８社による指名競争入札を５月２７日に実施し、契約の相手方は、名古屋市

熱田区新尾頭２丁目２番７号、小川ポンプ工業株式会社 名古屋事務所 所長 奥野修

であります。 

   続きまして、補正予算関係につきまして説明をさせていただきます。 

   別冊となっております補正予算関係を御覧いただきたいと思います。補正予算関係に

つきましては、第４７号議案から第５１号議案までの５件であります。 

   初めに、第４７号議案 令和３年度幸田町一般会計補正予算（第２号）についてであ

ります。 

   補正予算書の１ページをお開きいただきたいと思います。 

   また、議案関係資料は、３５ページから３９ページまででありまして、新型コロナウ

イルス感染症対策に関連するものにつきましては、※（こめじるし）で表示しておりま

すので、併せて御覧いただきたいと思います。 

   第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ６,９３６万８,００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１８１億８,３９７万６,００

０円とするものであります。 

   それでは、補正内容の説明をさせていただきます。 

   初めに、歳入の補正内容につきまして説明をさせていただきます。 

   補正予算説明書の８ページを御覧いただきたいと思います。 

   ５５款国庫支出金、１０項国庫負担金につきましては、低所得者の介護保険料の軽減
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に伴う国庫負担分が当初の見込みを上回りましたので、低所得者保険料軽減負担金を追

加するものであります。 

   ６０款県支出金、１０項県負担金につきましては、先ほどの国庫負担金と同様に、低

所得者の介護保険料の軽減に伴う県負担分が当初の見込みを上回りましたので、低所得

者保険料軽減負担金を追加するものであります。 

   ７５款繰入金、１０項基金繰入金につきましては、初めに、財政調整基金繰入金に係

るものであります。これは、財政調整基金繰入金を減額し、一般会計の収支全体を調整

するものであります。 

   次に、新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金に係るものであります。これは、新

型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、このたびの補正予算により取り

組みます、次に述べます３つの施策の財源として、基金繰入金を追加するものでありま

す。 

   １つ目は、新型コロナウイルス感染症対策補助金でございます。これは、各区が主催

する行事、会議等の運営における感染予防対策の充実を図るために、各区に対し、その

備えようとする物品の購入費等について補助金を交付するものであります。 

   ２つ目は、民間医科医療機関従事者等応援事業でございます。これは、新型コロナウ

イルス感染症の拡大や新型コロナウイルスワクチン接種の実施により、医療機関の従事

者に多大な負担が発生している状況を考慮し、従事者に対する敬意と感謝を表し、１人

につき５,０００円の金券を送るものであります。 

   最後に、修学旅行キャンセル料補助金でございます。これは、新型コロナウイルス感

染症の収束の見通しが立たない中において、昨年度と同様に、不測の事態に対するため

の補助金を備えることにより、修学旅行の実施に向けた安心した取組と最大限の努力を

支援するものであります。 

   以上の３つの施策の財源として、基金繰入金を追加するものであります。 

   １５項の他会計繰入金につきましては、地域支援事業の過年度分精算に伴い、介護保

険特別会計からの繰入金を追加するものであります。 

   ８０款繰越金につきましては、令和２年度決算の確定に伴いまして、前年度繰越金を

追加するものであります。 

   続きまして、歳出の補正内容につきまして説明をさせていただきます。 

   補正予算書１０ページを御覧いただきたいと思います。 

   まずは、各款にわたりまして、職員の人件費の補正をお願いしておりますが、その主

な内容といたしましては、人事異動により給料、職員手当等及び共済費を調整するもの

であります。詳細につきましては、１８ページの補正予算給与費明細書のとおりであり

ますので、説明は省略をさせていただきます。 

   それでは、１５款総務費につきましては、コミュニティ推進事業におきまして、現在、

里中央コミュニティホーム駐車場用地として地元が借地している土地３９６平方メート

ルを、町が取得することにつきまして、地権者との合意が得られましたので、用地購入

費及びこれに係る農地転用決裁金を新規計上するものであります。また、歳入で御説明

させていただきましたが、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化を考慮し、各
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区が主催する行事、会議等の運営における感染予防対策の充実を図るため、各区が備え

ようとする物品の購入費等を補助するための新型コロナウイルス感染症対策補助金を新

規計上するものでございます。 

   ２０款民生費につきましては、１０項社会福祉費、１０目社会福祉総務費、社会福祉

総務一般事業におきまして、長嶺北部地区福祉医療ゾーン開発構想の推進に際し、当該

地区の公図の不接合が著しく、今後の事業推進に支障があることが判明しましたので、

その登記調整業務に係る委託料を新規計上するものであります。また、未熟児養育医療

給付事業におきましては、未熟児養育医療扶助費の給付が当初の見込みを上回るペース

であったことによりまして、必要額を追加するものであります。 

   次に、１５目老人福祉費介護保険事業におきまして、低所得者の介護保険料の軽減措

置に伴う国・県及び町の負担分としまして、介護保険特別会計繰出金を追加するもので

あります。また、地域支援事業におきましては、令和４年４月に開所を予定します（仮

称）北部地域包括支援センターにつきまして、その開所に必要な整備を行う必要がある

ため、既存施設の改装及び駐車場舗装等に係る工事費を新規計上するものであります。 

   １２ページを御覧いただきたいと思います。 

   ２５款の衛生費につきましては、歳入で御説明させていただきましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大や新型コロナウイルスワクチン接種の実施によりまして、医療機

関の従事者に多大な負担が発生している状況を考慮し、従事者に対する敬意と感謝を表

し、１人につき５,０００円の金券を送るための報償金及び藤田医科大学岡崎医療セン

ター分については、岡崎市が一括して贈ることから、これに係る町の岡崎市への負担金

を新規計上するものであります。 

   ３０款労働費、１０項労働費につきましては、１５項駐車場費、公共駐車場管理運営

事業におきまして、人件費の補正により歳出予算を減額することに伴いまして、公共駐

車場管理運営事業に特定財源として充当していました公共駐車場使用料を振替充当する

ことにより、財源更正を行うものであります。 

   １４ページを御覧いただきたいと思います。 

   ４５款土木費、１５項道路橋梁費につきましては、２５目道路新設改良費、道路整備

事業におきまして、生活道路を安全に安心して利用する上、新たに判明しました必要な

整備等を行うための生活道路等整備工事費を追加するものであります。 

   次に、３５目交通安全施設費、交通安全施設整備事業におきましては、本年６月、千

葉県において下校中の児童がトラックに衝突される痛ましい事故が発生しましたが、本

町においてこうした事故が発生しないよう、危険個所について早急にグリーンベルト、

区画線、防護柵等を整備するための通学路交通安全対策工事費を追加するものでありま

す。 

   ２５項都市計画費につきましては、幸田駅前土地区画整理事業特別会計繰出事業にお

きまして、国の令和２年度第３次補正予算において、社会資本整備総合交付金の決定を

受けたことに関係しまして、令和３年度当初予算において二重計上の状態となっていま

した部分と歳出予算の追加のための財源とする部分との収支を調整することによりまし

て、幸田駅前土地区画整理事業特別会計繰出金を減額するものであります。 
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   ５５款教育費、１０項教育総務費につきましては、先ほど第４４号議案において御説

明をさせていただきました、児童手当の支給に係る和解事件につきまして、その賠償金

を新規計上するものであります。 

   １５項小学校費につきましては、歳入で御説明させていただきましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の収束の見通しが立たない中において、修学旅行の実施が不安視される

状況を考慮し、昨年度と同様に、修学旅行の実施に向けた安心した取組と最大限の努力

を支援するため、修学旅行キャンセル料補助金を新規計上するものであります。 

   ２０項中学校費につきましては、１５項小学校費と同様に、修学旅行キャンセル料補

助金を新規計上するものであります。 

   １６ページを御覧いただきたいと思います。 

   ７０款諸支出金につきましては、土地取得特別会計繰出事業におきまして、土地取得

特別会計における前年度繰越金の確定に伴いまして、繰出金を減額するものであります。 

   以上が、令和３年度幸田町一般会計補正予算（第２号）の概要でございます。 

   次に、第４８号議案 令和３年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第２号）につい

てでございます。 

   補正予算書の１９ページをお開きいただきたいと思います。また、議案関係資料は、

３５ページ及び４０ページでありますので、併せて御覧いただきたいと思います。 

   第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ６,３００万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２億５,９９０万９,０００円とするも

のであります。 

   それでは、補正内容の説明をさせていただきます。 

   初めに、歳入の補正内容につきまして説明をさせていただきます。 

   補正予算説明書２６ページを御覧いただきたいと思います。 

   １５款繰入金及び２０款繰越金につきましては、前年度繰越金の確定に伴いまして、

前年度繰越金を追加し、一般会計繰入金を同額、減額するものであります。 

   ２５款諸収入につきましては、都市計画道路芦谷高力線代替用地購入費の財源として、

土地開発基金借入金を追加するものであります。 

   続きまして、歳出の補正内容について説明をさせていただきます。 

   補正予算説明書の２８ページを御覧いただきたいと思います。 

   １０款土地取得費につきまして、都市計画道路芦谷高力線事業におきまして、当該事

業の推進のためには適切な代替地の取得が一つの課題となっていましたところ、沿線に

位置します旧の甲田薬局跡地等合計６０４.９４平方メートルにつきまして、代替地取

得に向けて地権者との合意が得られましたので、公共用地先行取得事業として、先行取

得用地購入費を追加するものでございます。 

   以上が、令和３年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第２号）の概要でございます。 

   次に、第４９号議案 令和３年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついてでございます。 

   補正予算書の３１ページをお開きいただきたいと思います。また、議案関係資料は、

３５ページ及び４１ページでありますので、併せて御覧いただきたいと思います。 
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   第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ３２８万７,０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３２億７,５９５万円とするも

のであります。 

   それでは、補正内容の説明をさせていただきます。 

   初めに、歳入の補正内容につきまして説明をさせていただきます。 

   補正予算説明書の３８ページを御覧いただきたいと思います。 

   ４５款繰越金につきましては、前年度繰越金の確定に伴いまして、前年度繰越金を追

加するものであります。 

   続きまして、歳出の補正内容につきまして説明をさせていただきます。 

   補正予算説明書４０ページを御覧いただきたいと思います。 

   ３２款基金積立金につきましては、国民健康保険事業の安定した運営のため、前年度

繰越金の追加額と同額を国民健康保険財政調整基金に積み立てることとし、その積立金

を追加するものでございます。 

   以上が、令和３年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の概要でござい

ます。 

   次に、第５０号議案 令和３年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号）につい

てでございます。 

   補正予算説明書の４３ページをお開きいただきたいと思います。また、議案関係資料

は、３５ページ、４２ページ及び４３ページでありますので、併せて御覧いただきたい

と思います。 

   第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ６,４４８万７,００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２１億９,１７２万４,０００

円とするものであります。 

   それでは、補正内容の説明をさせていただきます。 

   初めに、歳入の補正内容につきまして説明をさせていただきます。 

   補正予算説明書は５０ページからを御覧いただきたいと思います。 

   １０款介護保険料につきましては、低所得者の介護保険料の軽減措置におきまして、

令和３年４月１日現在において再算定した結果により、特別徴収保険料及び普通徴収保

険料をそれぞれ減額するものであります。 

   ２５款支払基金交付金につきましては、介護給付費の令和２年度分の精算に伴い、過

年度分介護給付費支払基金交付金を追加するものであります。 

   ３０款県支出金につきましては、２５款支払基金交付金と同様に、介護給付費の令和

２年度分の精算に伴い、過年度分介護給付費負担金を追加するものであります。 

   ４０款繰入金につきましては、低所得者の介護保険料の軽減措置に伴う、国・県及び

町の負担分を一般会計から繰り入れるため、低所得者保険料軽減負担金繰入金を追加す

るものでございます。 

   ４５款繰越金につきましては、前年度繰越金の確定に伴いまして、前年度繰越金を追

加するものであります。 

   続きまして、歳出の補正内容につきまして説明をさせていただきます。 
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   補正予算説明書は５２ページからを御覧いただきたいと思います。 

   ３０款積立基金につきましては、介護保険事業の安定した運営のため、前年度繰越金

のうち一部を介護給付費準備基金に積み立てることとし、積立金を追加するものであり

ます。 

   ４０款諸支出金、１０項償還金及び還付加算金につきましては、介護給付費及び地域

支援事業の令和２年度分の精算に伴いまして、過剰交付分に対する返還金を追加するも

のであります。 

   ２０項繰出金につきましては、一般会計繰出事業におきまして、地域支援事業の令和

２年度分の精算に伴いまして、過年度分精算金を追加するものであります。 

   以上が、令和３年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号）の概要であります。 

   第５１号議案 令和３年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第１

号）についてであります。 

   補正予算書の５５ページからをお開きいただきたいと思います。また、議案関係資料

は、３５ページ、４４ページ及び４５ページでありますので、併せて御覧いただきたい

と思います。 

   第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ１,６５０万円を減

額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億９,４２３万６,０００円とするも

のでございます。 

   第２条、地方債の補正につきましては、５８ページを御覧いただきたいと思います。 

   第２表の地方債補正につきましては、幸田駅前土地区画整理事業におきまして、５,

３７０万円としておりました起債の限度額を５９０万円減額し、４,７８０万円とする

ものであります。これは、国の令和２年度第３次補正予算において社会資本整備総合交

付金の決定を受けたことに関係しまして、令和３年３月定例会において御可決を賜りま

した令和２年度補正予算の繰越明許費に係る起債予定額が、令和３年度当初予算におい

て二重計上の状態となっておりましたので、これを解消するために行うものであります。 

   それでは、補正内容の説明をさせていただきます。 

   初めに、歳入の補正内容につきまして説明をさせていただきます。 

   補正予算説明書６２ページからを御覧いただきたいと思います。 

   ２０款国庫支出金につきましては、主に国の令和２年度第３次補正予算において社会

資本整備総合交付金の決定を受けたことに関係しまして、令和３年度当初予算において

二重計上の状態となっていました社会資本整備総合交付金を減額するものでございます。 

   ３５款繰入金につきましては、２０款国庫支出金と同様に二重計上の状態となってい

ました部分と、歳出にあります土地区画整理事業委託料の追加のための財源とする部分

との収支を調整することによりまして、一般会計繰入金を減額するものであります。 

   ５５款町債につきましては、地方債補正で説明させていただきましたが、二重計上の

状態となっていました土地区画整理事業債を減額するものでございます。 

   続きまして、歳出の補正内容につきまして説明をさせていただきます。 

   補正予算説明書６４ページからを御覧いただきたいと思います。 

   １０款の土地区画整理費につきましては、歳入で御説明させていただきましたが、国
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の令和２年度第３次補正予算において社会資本整備総合交付金の決定を受けたことに関

係しまして、令和３年度当初予算において二重計上の状態となっていました工事請負費

を減額するものでございます。また、本年度から換地処分に向けた手続にも着手してお

りまして、来年度予定していた業務の一部を前倒しする必要があるため、委託料を追加

するものでございます。 

   以上が、令和３年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）の

概要であります。 

   補正予算の説明を終わります。 

〔町長 成瀬 敦君 降壇〕 

○議長（足立初雄君） ここで、途中ではありますが、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午前１０時０２分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時１２分 

○議長（足立初雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、認定議案第１号から第９号までの説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 成瀬 敦君 登壇〕 

○町長（成瀬 敦君） 次に、認定第１号から認定第９号までの決算認定につきまして、地

方自治法第２３３条第３項及び地方公営企業法第３０条第４項の規定により議会の認定

に付すものでございます。 

   一般会計から順次説明を申し上げます。別冊の令和２年度各会計決算書及び令和２年

度決算に係る主要な施策の成果の説明書を御覧いただきたいと思います。 

   まず、認定第１号 令和２年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定についてであります

が、詳細につきましては、決算書及び主要な施策の成果の説明書のとおりであります。 

   決算書１７８ページ、実質収支に関する調書を御覧いただきたいと思います。 

   歳入総額２２９億８,５９２万５,０００円、歳出総額２２０億３,４０７万１,０００

円、歳入歳出差引額９億５,１８５万４,０００円となりました。 

   令和２年度につきましては、繰越明許費による翌年度へ繰越すべき財源が１億４５２

万１,０００円ありましたので、実質収支額につきましては、８億４,７３３万３,００

０円となりました。 

   それでは、決算の概要につきまして説明をさせていただきます。 

   初めに、歳入でございますが、決算書の１８ページから７１ページまで及び、主要な

施策の成果の説明書につきましては２１ページからを御覧いただきたいと思います。 

   令和２年度の町税の総額は、８６億４,６０７万円で、前年度対比９９.８％の１,７

１３万４,０００円の減収となりました。 

   決算書１８ページからを御覧いただきたいと思います。 

   １０款町税につきましては、個人町民税は、給与所得者の納税義務者数の増加により、

前年度対比１０１.２％、３,２９６万９,０００円の増収となり、法人町民税は、主に

大手自動車関連企業が減益となったことによりまして、前年度対比６１.７％、２億２,
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１８７万７,０００円の減収となりまして、町民税全体では３１億２,９５６万６,００

０円で、前年度対比９４.３％、１億８,８９０万８,０００円の減収となりました。 

   固定資産税につきましては、家屋分につきまして新増築が増加し、また償却資産分に

おきまして大手企業の設備投資の増加があったことによりまして増収となりまして、交

付金を含む固定資産税全体では、４８億２,７１８万５,０００円で、前年度対比１０３.

５％、１億６,１９７万円の増収となりました。 

   その他の町税につきましては、軽自動車税及び都市計画税の増収とたばこ税及び入湯

税の減収によりまして、総額は６億８,９３１万９,０００円、前年度対比９８０万４,

０００円の増収となりました。 

   ２０ページからを御覧いただきたいと思います。 

   １５款地方譲与税につきましては、ほぼ前年度並みでありまして、１億４,６８５万

８,０００円、前年度比１００.８％、１１３万４,０００円の増となりました。 

   ２２ページの２０款利子割交付金から、２８ページ、３３款地方特例交付金までの各

種交付金につきましては、自動車取得税交付金の廃止や法人事業税交付金の開始などに

よりまして、総額１１億５,６５４万８,０００円、前年度比３,６３５万１,０００円の

増となりました。 

   ２８ページからを御覧いただきたいと思います。 

   ３５款の地方交付税につきましては、全額が特別交付税でありまして、普通交付税に

は算定されない特別な財政需要に対するものとしまして、９５５万９,０００円が交付

されました。 

   ４０款交通安全対策特別交付金につきましては、ほぼ前年度並みでありまして、５２

６万６,０００円、前年度比１０５.６％の２８万１,０００円の増となりました。 

   ３０ページからを御覧いただきたいと思います。 

   ４５款の分担金及び負担金につきましては、保育料保護者負担金が主なものでありま

すが、５,８３４万５,０００円で、前年度比３９.５％の８,９２１万５,０００円の減

となりました。主な要因といたしましては、幼児教育・保育の無償化に伴う保育料保護

者負担金の減でございます。 

   ５０款使用料及び手数料につきましては、公共駐車場使用料、町営住宅使用料、一般

廃棄物処理手数料等が主なものでありますが、１億９,７８７万１,０００円で、前年度

比７８.８％の５,３１０万３,０００円の減となりました。主な要因といたしましては、

新型コロナウイルス感染症の影響による公共駐車場使用者や社会体育施設等の使用者の

減少、また令和２年１月に手数料の改正を行いました、可燃ごみに係る一般廃棄物処理

手数料の減であります。 

   ３４ページからを御覧いただきたいと思います。 

   ５５款国庫支出金につきましては、６４億１,０５４万８,０００円で、前年度比４４

８.８％、４９億８,２２５万２,０００円と大幅な増となりました。主な要因といたし

ましては、特別定額給付金給付事業費の補助金、子育て世帯への臨時特別給付金給付事

業費補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の皆増等でございます。 

   ４２ページからを御覧いただきたいと思います。 
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   ６０款県支出金につきましては、９億７,８１２万７,０００円で、前年度比１１５.

５％、１億３,１３０万９,０００円の増となりました。主な要因といたしましては、愛

知県市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金交付事業費補助金、げんき商店街推進

事業費補助金、国勢調査事務交付金の増等でございます。 

   ５０ページからを御覧いただきたいと思います。 

   ６５款財産収入につきましては、１,４２５万９,０００円で、前年度対比１４８.

０％の４６２万６,０００円の増となりました。主な要因といたしましては、土地建物

貸付収入の増であります。 

   ５２ページからを御覧いただきたいと思います。 

   ７０款寄附金につきましては、２７億１,０８３万５,０００円で、前年度比７０.

３％の１１億４,３８１万３,０００円の減となりました。主な要因といたしましては、

ふるさと納税による寄附金の減でございます。 

   ５４ページからを御覧いただきたいと思います。 

   ７５款繰入金につきましては、７億８,０３７万７,０００円で、前年度比１３０.

１％の１億８,０３７万７,０００円の増となりました。これは主に新型コロナウイルス

感染症対策費等の財源として、財政調整基金を取り崩し、繰入れを行ったことによるも

のでございます。 

   ５８ページを御覧いただきたいと思います。 

   ８０款繰越金につきましては、８億７,９１６万４,０００円で、前年度比７８.４％

の２億４,１９３万９,０００円の減となりました。 

   ８５款諸収入につきましては、預託回収金、保育所及び小中学校の給食費実費徴収金

など、ほかのどの費目にも属さない収入金でありまして、５億３０９万８,０００円、

前年度比９４.２％の３,１２４万１,０００円の減となりました。主な要因といたしま

しては、新型コロナウイルス感染症の影響による学校の臨時休業に伴う小中学校給食費

実費徴収金の減であります。 

   ６８ページからを御覧いただきたいと思います。 

   ９０款町債につきましては、４億８,９００万円で、短期入所施設建築事業、県営防

災ダム事業、県営たん水防除事業、道路改築事業、幸田中央公園整備事業及び中央小学

校校舎増築事業において起債を行ったものでございます。 

   以上が、一般会計の歳入の概要についての説明をさせていただきました。 

   続きまして、歳出につきまして主なものを説明させていただきます。 

   歳出につきましては、その概要を性質別に説明させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

   主な主要な施策の説明書の１４ページ、１５ページをお開きいただきたいと思います。 

   初めに、人件費につきましては、３６億５,１３３万７,０００円で、前年度比１１７.

８％、５億５,０９９万６,０００円の増となりました。主な要因といたしましては、会

計年度任用職員制度の開始などによる増でございます。 

   扶助費につきましては、２５億２,６１９万３,０００円で、前年度比１０８.０％、

１億８,７２３万７,０００円の増となりました。主な要因といたしましては、子育て世
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帯への臨時特別給付金の皆増、障害児施設措置費の増などによるものでございます。 

   公債費につきましては、５億１,９８４万７,０００円で、前年度比７６.５％、１億

５,９７１万１,０００円の減となりました。主な要因といたしましては、平成２１年度

に借入れを行いました減収補てん債の償還が終了したことの減などによるものでござい

ます。 

   物件費につきましては、４１億３,９３５万２,０００円で、前年度比９５.６％、１

億８,９１４万３,０００円の減となりました。主な要因といたしましては、ふるさと納

税の返礼等に要した経費の減などによるものでございます。 

   維持補修費につきましては、４億１,０６８万９,０００円で、前年度対比１１２.

９％の４,７０５万８,０００円の増となりました。主な要因といたしましては、河川の

浚渫や学校施設の修繕費の増などによるものでございます。 

   補助費等につきましては、６４億６,５８８万３,０００円で、前年度比３６２.０％、

４６億７,９８４万３,０００円の増となりました。主な要因といたしましては、特別定

額給付金や新型コロナウイルス感染症対策として実施した各種補助事業の増などによる

ものでございます。 

   積立金につきましては、１億６,１０６万９,０００円で、前年度比２０.９％の６億

８４３万４,０００円の減となりました。主な要因といたしましては、新型コロナウイ

ルス感染症対策基金への積立てを行いましたが、財政調整基金や教育施設整備基金など

への積立てが利子分以外になかったことによる減であります。 

   続きまして、普通建設事業につきましては、２８億１,５５１万９,０００円で、前年

度対比８４.０％の５億３,４５２万４,０００円の減となりました。令和２年度に実施

しました主なものといたしましては、補助事業分では、町道芦谷１号線用地取得、小中

学校校内ＬＡＮ環境整備、中央小学校校舎増築工事、保育所等整備補助金などでありま

す。 

   また、単独事業分では、中央小学校校舎増築等工事、町民プール改修等工事、岡崎市

一般廃棄物中間処理施設建設費負担金、短期入所施設新築等工事などでございます。 

   最後に、財政指標につきまして説明をいたします。 

   主要な施策の成果の説明書の１８ページを御覧いただきたいと思います。 

   まず、単年度の財政力指数でございますが、分母であります基準財政需要額の増加に

よりまして、１.２３から１.０９となり、０.１４ポイントの低下となりました。 

   経常収支比率につきましては、８５.８％から８８.５％となり、２.７ポイントの上

昇となりました。主な要因といたしましては、会計年度任用職員制度の開始による人件

費の増であります。 

   実質公債比率につきましては、２.９％から１.７％となり、１.２ポイントの低下と

なりました。これは、分子である地方債の元利償還金が減少したことによるものでござ

います。 

   以上、一般会計の決算の説明でございます。よろしく御審議をお願いしたいと思いま

す。 

   続きまして、特別会計につきまして、順次説明をしてまいります。 
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   それでは、認定第２号 令和２年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定につい

て説明をいたします。 

   決算書１９８ページ、実質収支に関する調書を御覧いただきたいと思います。 

   歳入総額３億１,５８０万１,０００円、歳出総額２億９,５１３万６,０００円、歳入

歳出差引額２,０６６万５,０００円となりました。なお、翌年度へ繰り越すべき財源は

ありませんでしたので、実質収支額につきましては、２,０６６万５,０００円となりま

した。 

   それでは、決算の概要を説明させていただきます。 

   決算書の１８１ページから１９７ページまで、及び主要な施策の成果の説明書は１２

５ページからを御覧いただきたいと思います。 

   歳入につきましては、一般会計への土地売払収入や、土地開発基金からの借入金があ

ったことによりまして、前年度比２億９,４４１万３,０００円の大幅な増となりました。 

   歳出につきましては、公共用地の先行取得としまして、町道芦谷１号線用地取得及び

補償費や一般会計への土地売払収入を土地開発基金へ繰り出したことによりまして、前

年度比２億９,４４３万５,０００円の大幅な増となりました。 

   次に、認定第３号 令和２年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て説明をいたします。 

   決算書は２３８ページ、実質収支に関する調書を御覧いただきたいと思います。 

   歳入総額は３０億７,４３１万３,０００円、歳出総額３０億６,６０２万６,０００円、

歳入歳出差引額８２８万７,０００円となりました。なお、翌年度へ繰り越すべき財源

はありませんでしたので、実質収支額につきましては８２８万７,０００円となりまし

た。 

   それでは、決算の概要を説明させていただきます。 

   決算書の２０１ページから２３７ページ、及び主要な施策の成果の説明書は１３７ペ

ージからを御覧いただきたいと思います。 

   歳入につきましては、滞納繰越分の収入増等による国民健康保険税の増などに対しま

して、県支出金の減などによりまして、前年度対比９６.９％の９,８２８万２,０００

円の減となりました。 

   歳出につきましては、総務費、基金積立金などの増に対し、療養諸費、高額療養費な

どの減によりまして、前年度対比９６.７％の１億３３５万９,０００円の減となりまし

た。 

   次に、認定第４号 令和２年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて説明をいたします。 

   決算書２６４ページ、実質収支に関する調書を御覧いただきたいと思います。 

   歳入総額４億６,９８４万２,０００円、歳出総額４億６,９０５万１,０００円、歳入

歳出差引額７９万１,０００円となりました。なお、翌年度へ繰り越すべき財源はあり

ませんでしたので、実質収支額につきましては７９万１,０００円となりました。 

   それでは、決算の概要を説明させていただきます。 

   決算書は２４１ページから２６３ページまで、及び主要な施策の成果の説明書は１５
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３ページからを御覧いただきたいと思います。 

   歳入につきましては、加入者の増加による後期高齢者医療保険料の増などによりまし

て、前年度対比１１２.１％、５,０５６万７,０００円の増となりました。 

   歳出につきましては、保険事業費の減などに対し、後期高齢者医療広域連合納付金の

増などによりまして、前年度対比１１１.９％の５,０００万９,０００円の増となりま

した。 

   次に、認定第５号 令和２年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について説

明をいたします。 

   決算書は３１０ページ、実質収支に関する調書を御覧いただきたいと思います。 

   歳入総額２０億７,１１３万９,０００円、歳出総額２０億１,１７０万７,０００円、

歳入歳出差引額５,９４３万２,０００円となりました。なお、翌年度へ繰り越すべき財

源はありませんでしたので、実質収支額につきましては５,９４３万２,０００円となり

ました。 

   それでは、決算の概要を説明させていただきます。 

   決算書の２６７ページから３０９ページまで、及び主要な施策の成果の説明書は１６

１ページからを御覧いただきたいと思います。 

   歳入につきましては、第１号被保険者保険料につきましては、ほぼ前年度並みであり

ましたが、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、繰入金の増などによりまして、前

年度対比１０５.３％の１億４４０万２,０００円の増となりました。 

   歳出につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の縮小等による地

域支援事業費の減に対し、介護保険サービス利用者の増加による保険給付費の増などに

よりまして、前年度対比１０３.６％の７,０５７万９,０００円の増となりました。 

   次に、認定第６号 令和２年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算認定について説明をいたします。 

   決算書３３２ページ、実質収支に関する調書を御覧いただきたいと思います。 

   歳入総額２億６,５９８万６,０００円、歳出総額２億５,０９８万６,０００円、歳入

歳出差引額１,５００万円となりました。 

   令和２年度につきましては、繰越明許費による翌年度への繰り越すべき財源が１,５

００万円ありましたので、実質収支額につきましては０円となりました。 

   それでは、決算の概要を説明させていただきます。 

   決算書の３１３ページから３３１ページ、及び主要な施策の成果の説明書は１７７ペ

ージからを御覧いただきたいと思います。 

   歳入につきましては、国庫支出金の減などに対しまして、事業費の増加による繰入金

の増及び町債の増などによりまして、前年度比１１９.２％、４,２８８万５,０００円

の増となりました。 

   歳出につきましては、都市計画道路芦谷高力線整備や既設ロータリーへのすり付け工

事などの土地区画整理事業費の増などによりまして、前年度比１１４.３％の３,１４４

万５,０００円の増となりました。 

   次に、認定第７号 令和２年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に
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ついて説明をいたします。 

   決算書３５４ページ、実質収支に関する調書を御覧いただきたいと思います。 

   歳入総額３億４,７６３万８,０００円、歳出総額３億４,７６３万８,０００円、歳入

歳出差引額０円となり、実質収支額につきましても０円となりました。 

   それでは、決算の概要を説明させていただきます。 

   決算書３３５ページから３５３ページ、及び主要な施策の成果の説明書は１８５ペー

ジからを御覧いただきたいと思います。 

   歳入につきましては、新規加入者の減少による受益者分担金の減などによりまして、

前年度対比９８.７％の４４９万円の減となりました。 

   歳出につきましては、処理場の維持補修等に係る集落排水維持管理費の減などにより

まして、前年度比９８.７％の４４９万円の減となりました。 

   次に、認定第８号 令和２年度幸田町水道事業会計利益の処分及び決算認定について

説明をいたします。 

   決算書の３６７ページから４０９ページまで、及び主要な施策の成果の説明書は２１

７ページからを御覧いただきたいと思います。 

   収益的収支につきましては、税込みで、事業収益８億７,４８２万３,０００円に対し、

事業費用６億９,５６７万７,０００円でありました。その結果、収支差引は１億７,９

１４万６,０００円となりました。なお、損益計算上の当年度純利益につきましては、

税抜きで１億５,６３５万３,０００円となり、未処分利益剰余金は２億６５２万６,０

００円となりました。 

   この利益処分につきましては、剰余金処分計算書（案）にお示ししましたとおり、未

処分利益剰余金から１億１,７０６万５,０００円を資本金に組み入れ、３,９００万円

を建設改良積立金に積み立て、５,０４６万１,０００円の残高につきましては、翌年度

へ繰り越す予定をしております。 

   次に、資本的収支につきましては、税込みで、工事負担金及び補助金による資本的収

入に対する施設の更新整備などに要する建設改良費及び補助金返還金による資本的支出

によりまして、収支差引は２億４,６９３万１,０００円の不足となりました。この不足

額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分損

益勘定留保資金で補填をいたしました。 

   最後に、認定第９号 令和２年度幸田町下水道事業会計決算認定について説明をいた

します。 

   決算書の４１３ページから４５７ページまで、及び主要な施策の成果の説明書は２３

１ページからを御覧いただきたいと思います。 

   収益的収支につきましては、税込みで、事業収益６億６,５５６万５,０００円に対し、

事業費用６億５,７１８万６,０００円でありました。 

   その結果、収支差引は８３７万９,０００円となりました。なお、損益計算上の当年

度純利益につきましては、税抜きで４６０万６,０００円となり、未処分利益剰余金は

３,１１１万６,０００円となりました。 

   この利益につきましては、翌年度繰越利益剰余金として繰り越す予定としております
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ので、議会の議決による処分額は計上していません。 

   次に、資本的収支につきましては、税込みで、受益者負担金、補助金、他会計出資金

及び企業債による資本的収入に対する管路の建設などに要する建設改良費及び企業債償

還金による資本的支出によりまして、収支差引は７,３３１万９,０００円の不足となり

ました。 

   この不足額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年

度分損益勘定留保資金並びに当年度分損益勘定留保資金で補填をいたしました。 

   以上が、令和３年度第３回幸田町議会定例会に提案をいたしました、単行議案８件、

補正予算５件、決算認定は９件につきまして、提案の理由の説明をさせていただきまし

た。 

   慎重に御審議の上、全議案とも御可決賜りますようお願いを申し上げます。 

   説明を終わります。 

〔町長 成瀬 敦君 降壇〕 

○議長（足立初雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

──────────────○─────────────── 

  日程第７ 

○議長（足立初雄君） 日程第７、決算審査意見の報告を行います。 

   山下力代表監査委員から、決算審査意見の御報告をお願いします。 

   山下監査委員。 

〔監査委員 山下 力君 登壇〕 

○監査委員（山下 力君） 御指名でございますので、御報告をさせていただきます。 

   去る７月１９日から８月４日までの実質７日間にわたり実施しました、令和２年度の

決算審査の結果について申し上げます。 

   令和２年度幸田町一般会計、各特別会計歳入歳出決算及び基金の運用状況、並びに水

道事業、下水道事業会計決算の審査に当たっては、町長から提出された決算書、決算に

関する附属書類、証書類及び各課等から提出された資料等を照合し、併せて関係職員の

説明を求めるとともに、定期監査、例月出納検査等における監査指摘事項措置状況通知

書も参考とし、係数の正確性、事務処理の整理、予算執行上の適否等について審査を実

施いたしました。 

   その結果、審査に付された各会計の歳入歳出決算書等はいずれも関係法令等に準拠し

て作成されており、その係数は正確であり、予算の執行はおおむね適正であると認めら

れました。審査の総括的意見といたしましては、お手元に配付させていただきました決

算審査意見書の２６ページから２９ページ、第６ むすびに記載させていただいており

ますので、御覧いただきたいと存じます。なお、本報告につきましては、第６ むすび

記載の主要項目の説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

   第６ むすび、令和２年度幸田町一般会計、各特別会計、基金運用状況、水道事業及

び下水道事業会計の決算審査の概要は前述のとおりであり、ここに総括的な意見を付し

て本審査のむすびとし、ここでは要約した形で説明させていただきます。 

   令和２年度の決算における一般会計と各特別会計の決算総額は、歳入２９５億３,０
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６４万円、歳出２８４億７,４６２万円で、前年度と比較し歳入が４５億６４８万円、

歳出が４３億８,２９１万円それぞれ増加している。 

   一般会計の歳入については、決算額２２９億８,５９３万円で、前年度と比較して４

１億１,６９８万円増加となっている。 

   町税の収納状況は、収入済額が前年度比１,７１３万円減の８６億４,６０７万円、収

入未済額１億３,０２８万円、収納率は９８.４％である。これは、個人町民税や固定資

産税は増収であったが、法人町民税が大幅な減収であったため、町税全体では減収とな

ったものである。 

   なお、滞納繰越分については、前年度と比較し減収となっており、今後も積極的な取

組が必要と考える。 

   また、町税以外の歳入で増加したのは、国庫支出金や町債等で、特に特別定額給付金

給付事業費補助金を主とした国庫支出金が大幅に増加している。一方、減少となったの

は、寄附金、繰越金等であり、特にふるさと寄附金を主とした寄附金が大幅に減少して

いる。 

   一般会計の歳出については、決算額２２０億３,４０７万円で、前年度と比較し４０

億４,４２９万円の増加となっている。 

   増加した主な費目は、特別定額給付金給付事業、国勢調査事業などの総務費や、子育

て世代への臨時特別給付金などの民生費である。一方、減少した主な費目は、藤田医科

大学岡崎医療センター建設負担金の皆減などによる衛生費、諸支出金、公債費である。 

   次に、６つの特別会計全体では、歳入決算総額は６５億４,４７２万円、歳出決算総

額は６４億４,０５４万円で、前年度と比較し歳入歳出共に増加している。 

   なお、特別会計につきましては、特に気がついた特別会計のみ述べさせていただきま

す。 

   まず、国民健康保険特別会計については、前年度と比較し歳入が９,８２８万円、歳

出が１億３３６万円それぞれ減少となっている。また、国民健康保険の被保険者数は７,

１９９人で前年度より減少している。国民健康保険税の収納状況は、収入済額が７億７,

０２６万円、収納率は８３.３％と前年度より少し高くなっている。今後も、適切な対

応により、収納率の向上に努められたい。 

   介護保険特別会計については、賦課人数が９,３２１人で前年度より増加し、歳入が

１億４４０万円、歳出が７,０５８万円それぞれ増加している。介護保険料の収納状況

は、収入済額が４億８,４５５万円で、収納率は９８.９％である。今後も介護予防事業

を効果的に進め、増加傾向にある保険給付費の抑制に努められたい。 

   農業集落排水事業特別会計は、前年度と比較し、歳入が４４９万円、歳出が４４９万

円、それぞれ減少している。今後、公共下水道への接続事業が進められる中、継続使用

施設の長寿命化を図りつつ、安定経営に努められたい。 

   次に、公営企業会計である水道事業会計について、給水人口は、前年度と比較し、０.

５％増の４万２,５９３人、年間配水量は０.３％増の４９３万８,２７３立方メートル、

年間有収水量は２.６％増の４５７万６,６１４立方メートルであった。有収率は９２.

７％であり、前年度比２.１％高くなっている。今後も水の安定的な供給に向け、施設
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改修やライフライン機能の強化とともに、さらなる有収率向上に努められたい。 

   下水道事業会計については、処理区域内人口は、０.６％増の３万８２６人、年間処

理水量は５.２％増の２８９万４,１６９立方メートル、年間有収水量は４.７％増の２

８６万５,８３７立方メートルであった。今後も安定経営に努めるとともに、農業集落

排水区域内の公共下水道接続事業についても的確に進められたい。 

   主要な財政指標については、単年度財政力指数が１.０９と前年度比０.１４ポイント

の減、公債費負担比率は４.２％で前年度比１.０ポイントの減、実質収支比率は９.

０％で前年度比１.９ポイントの増となっている。経常収支比率は８８.５％とやや高め

の水準を推移し、自主財源比率は、前年度比２０.１ポイント減の６０.０％となった。

財政力強化のため、自主財源の増強に併せ経費の節減と事業の効率化に努められたい。

なお、財政指標の健全化判断比率等については、健全な数値と認められた。 

   以上を総括すると、令和２年度決算は、町税については個人町民税及び固定資産税が

増収であったものの、法人町民税が減収となり、町税全体としては前年度を下回った。

また、ふるさと寄附金についても、前年度を下回った。ふるさと寄附金や法人町民税は、

常に安定的な財源として保証されているものではなく、また歳出においても社会保障関

係経費、公共施設等の維持補修費、新規事業に係る経費など増加要因が多く、予断を許

さない行財政運営が続くものと思われる。今後も計画的かつ健全な行財政運営を念頭に、

事務事業の必要性、有効性、効率性に視点を置いて、現状改善策の検討も含め、「適正

な公金の支出と事務処理」に心がけ、住民から求められているものは何かを意識し、よ

り良い行政サービスをより効率的に提供できるよう、なお一層職務に精励されることを

望むものである。 

   令和３年８月４日 

   幸田町監査委員 山下 力 

   幸田町監査委員 水野千代子 

   以上、簡単ではありますが、報告とさせていただきます。 

〔監査委員 山下 力君 降壇〕 

○議長（足立初雄君） 以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   質疑をされる方は、議案質疑通告書を本日午後５時までに事務局へ提出をお願いしま

す。 

   本日は、これにて散会とします。 

                             散会 午前１０時５６分 

○議長（足立初雄君）  

   次回は、９月６日（月曜日）午前９時から再開いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

   ここで１点、御連絡を申し上げます。 

   議会広報特別委員会を、本日、午前１１時５分から第１委員会室で開催しますので、

委員の方は御出席をお願いいたします。 

   以上であります。御苦労さまでした。 

 


